
161-参-財政金融委員会-9号 平成 16年 11月 30日 
 
○峰崎直樹君 今日は大変ありがとうございます。 
 私は、民主党の次の内閣で金融担当の大臣をやっております峰崎直樹でございます。 
 当委員会で参考人として出席いただいたことに感謝をしたいと思いますが、初めて恐ら

く外国人の方をお迎えした参考人の聴取だと思います。私の質問に対して、是非誠意を持

って、そして明確に、またできる限りオープンに答えていただきたいと。もしその点不十

分であれば、私はやはりアメリカのチャールズ・プリンスさん、ＣＥＯをここにお呼びし

て、最高責任者の意見も聞かなきゃいけないようになりますので、まずダグラス・ピータ

ーソンさんのこの委員会におけるその答弁の姿勢について、そういう誠意を持って、そし

て真摯に我々の質問にきちんと答えてくれるかどうか、その点についてお伺いします。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） それでは、具体的に御質問

にお答えさせていただきます。 
 まず、先生がおっしゃいましたように、今回は外国人として初めて参考人としてこちら

に伺っているケースということでございますし、是非この機会を利用させていただきまし

て、すべての御質問に対してオープンに誠実にお答え申し上げ、対話をしていければとい

うふうに願っております。 
 シティバンク全体といたしましても全面的に御協力申し上げる方針でございますし、い

ただいた御質問についてはすべてオープンにお答え申し上げていきたいというふうに思っ

ております。また、正直に、オープンに、そして忌憚なき、率直にお答え申し上げるとい

うのは、実は私の個人的な方針でもありますので、是非良き対話ができればというふうに

思っております。やり取り、討議、楽しみにしておりますし、必ずいただいた御質問に関

しましてはオープンに、またフランクにお答え申し上げることをお約束申し上げます。 
 
○峰崎直樹君 先ほど舛添委員の質問の中にもありましたけれども、行動規範、つまりマ

ニュアル、コンプライアンスのマニュアルとかその行動規範は存在していたというふうに

おっしゃいます。しかし、それではなぜそれが守られなかったのかという本当の原因のと

ころはどのようにとらえていらっしゃるのか。その際、実は私は非常に重要だと思うんで

すが、その最高責任者であるコンプライアンス部門の責任者は、そのときに企業の方針と

して利潤の拡大と、利潤を追求するというのは企業の精神ですが、コンプライアンスに違

反してまで利潤の追求をしては駄目だよということを明確にしているんでしょうか、それ

ともしていないんでしょうか。その点は明確にそのマニュアルやあるいは宣言の中にその

ことは記載されているんでしょうか。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） コンプライアンスについて
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とても重要な御質問をいただきました。特に、今回はシティバンク、特にこのプライベー

トバンク部門のカルチャーについて問題があったといったようなことについての御質問で

ありますけれども、もちろん在日支店におけるプライベートバンク部門が基本的な問題を

持っていた、また基本的に問題のある分野を持っていた、そしてそういったところがうま

く機能していなかったということは十分認識しております。 
 すなわち、御指摘なさったように、コンプライアンスの管理に脆弱性が高いところがあ

ったと。そして、実際業務にいそしんでいる行員の中でもそれを徹底していく意識が弱か

った、またその人たちをつかさどって監督する責任を持っているバンカーも同じようにそ

の辺で弱いところがあったということだったと思います。だからこそ、この法令遵守をし

ていかなくてはいけない、また行内にあるポリシーも守っていかなくてはいけなかったわ

けであり、そのようなことがはっきりと決まっていたにもかかわらず十分それが機能を果

たしていなかったということでありますので、全体的に組織として脆弱な面があった、ま

たコンプライアンス、特に法令遵守の面で管理をするということについて、特にプライベ

ートバンク部門が脆弱性を露呈してしまったということであります。 
 さらに、指摘がございましたように、営業陣もかなり売り込みを積極的にやってしまっ

たということであり、結局シティバンクのマネジメント又は在日支店のレベルでも、組織

として本来はうまくいくはずであったものが結局うまくいかなかったということであり、

その他関連の部門におきましてもコントロール、管理が必ずしもうまくいっていなかった

という付随的な面もありまして、結局今回のような、特にプライベートバンク部門にまつ

わるような問題が出てしまったということであります。 
 この問題点につきましては、もちろん今回の件を受けて、私どもとしても、とても積極

的に是正措置等を打って改善していくつもりであります。 
 すべての問題に対処をし、日本にて再発が全くないように、この面につきましては、是

正行動ですとか、是正措置ですとか、また業務改善計画ですとかを通しまして、私ももう

本当に個人的にもコミットさせていただいて、徹底してやっていくつもりであります。 
 
○峰崎直樹君 重要なことだけ答えてください。 
 もう一回そこのところ確認します。 
 要するに、最高責任者の方針として、利潤追求よりもコンプライアンスを優先しなきゃ

駄目ですよと、このことはその宣言の中に、あなたのマニュアルやあるいは行動規範の中

にそのことは明確にしてきたんですか。そこに答えてください、明確に、端的に。 
 
○委員長（浅尾慶一郎君） ピーターソン参考人、もう一度しっかりと質問を踏まえて答

えてください。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） それでは、はっきりと申し
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上げさせていただければと思います。 
 御質問については、多としております。 
 世界じゅうどこでもビジネスをするので、コンプライアンスがマストであると、コンプ

ライアンスあって初めてビジネスがあるというふうに、コンプライアンスはビジネスの必

要条件であるというふうに思っております。つまり、一般的なコンプライアンス、法令遵

守というのはビジネスをやっていく上で基本中の基本の最も重要な点の一つであるという

ことでありますので、先生も御指摘のように、コンプライアンスないのであればビジネス

などやっていけないということでありますので、確かに、ビジネスで最も基本な、重要な

ものの一つであります。 
 
○峰崎直樹君 とすれば、じゃ、質問続けますが、そうすると、そういうビジネスにおい

てコンプライアンスは必ず大前提として守りなさいと言っておきながら、だれがそのとこ

ろでこれを破っていったのかという、経営側の責任者は、責任はどこにあったのかという

ことを、先ほどから聞いていると、いや、組織が弱かったとか、いろいろ抽象的なことを

おっしゃっているんですが、どこに責任があったのか、この責任の所在を明確にしていた

だきたいんですが。その宣言をしているのを。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） マネジメント、経営陣側の

責任について述べさせていただきます。 
 まず、シティバンク在日支店ということでありますけれども、今回のプライベートバン

キング部門における件というのは、前のシティバンク在日支店の経営陣の責任の下で起こ

ったものであります。そして、プライベートバンクをつかさどっている経営陣の構造から、

結局、結果としてコンプライアンス違反が起こり、違反行為を犯してしまったということ

であります。 
 で、プライベートバンキングをつかさどっていた人たちの責任ということに言えると思

いますけれども、先ほども御案内のように、私どもとしては、ちゃんと各地においてコン

プライアンス上のニーズを満たすということ、シティバンクとしての行内の方針と、それ

から、その国における、日本でしたら日本における法令に照らし合わせてちゃんと遵守が

できるようにということで、カントリー別のマネジメントストラクチャーを取っているわ

けであります。 
 しかしながら、にもかかわらず、今回はプライベートバンキングのビジネスのレベルと

カントリーレベルのマネジメント、両方のレベルで結局、結果として複数の法令違反行為

が起こってしまったということであり、その内容については金融庁もその報告書の中で提

起されているところであり、この問題の提起につきましては、もう本当に深刻な、また重

大な意味を持つ事犯であったということを私どもも十分認識しておりますし、至極残念で

あるということで、遺憾に思っております。 
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○峰崎直樹君 もっと端的に答えていただきたいんですが、要するに、コンプライアンス

は非常に重要だから大前提になっていますよということを経営方針として出していて、そ

れが実現をしなかったのは、経営陣の方に責任があるのか、それとも、つまりそのことを

マネジメントで生かせなかった人に責任あるのか、実行行為者に責任あるのか、その点が

はっきりしないと、処分の問題とかこれから後の問題に響いてくるんで、その点を明確に、

どなたに責任があったのかということを明らかにしていただきたいんですが。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） それでは、このコンプライ

アンス上の手続、及びその手続についてなぜうまく遵守がされなかったということか、な

ぜその遵守がされなかったかということについての御質問にお答え申し上げたいと思いま

す。 
 まず、プライベートバンク部門の経営陣がコンプライアンス上の管理をするという責任

を担っておりました。そして、それに加えて、シティバンクの在日支店のマネジメントの

方はいわゆる牽制体制を実行するという責任を担っていたわけでありますけれども、その

辺のところが両面うまくいかなかったということだというふうに思っております。 
 ただ、直接御質問にお答えいたしますと、カントリーマネジメントの方がコンプライア

ンス一般について責任を持っていたという形なんですけれども。 
 
○峰崎直樹君 全くかみ合わない質問をしているんで、ちょっとまた、じゃ質問の角度を

変えます。 
 朝日新聞が発行しているアエラという雑誌がございます。そこでピーターソンさんはイ

ンタビューに応じておられます。その中に、このコンプライアンスの問題について、すべ

ての部門で法令遵守の担当者が置かれていたと、その点については配置されていたと。と

ころが、なぜ機能しないのかということについては今調べていると、こうおっしゃってい

ました。 
 そのときに、こういう発言をされているんです。ただ、あなたは日本の銀行のプライベ

ートバンキング部門で法令遵守が機能していると思いますかというふうにあなたは聞いて

いるんです。この意味は何なんですか。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） 御質問が理解できなかった

んですけれども。 
 
○峰崎直樹君 あのやり取りをしていますね。あれで、記者の方が質問したことに対して、

逆にあなたは、あなたはというのはその質問している記者に対して、日本の銀行のプライ

ベートバンキング部門で法令遵守が機能していると思いますかと、機能していないじゃな
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いですか、日本のプライベート部門のほかの銀行も、私のところだけじゃないじゃないで

すかと、こう言っているんじゃないんですか。それはどういう意味ですか。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） アエラに載りました私のイ

ンタビュー記事について具体的にお答え申し上げます。 
 私が行ったコメントがどうも正確に日本語に翻訳されていなかったようであります。実

際のインタビューは私は英語でしゃべりまして、その後、日本語に翻訳されたという経緯

がございますので。 
 私がそちらの方で言わんとしたことは、すべての銀行、外銀ですとか、まあシティバン

クの場合でしたら米銀ということになりますけれども、その他邦銀に至るまで、すべての

銀行というのは強力なコンプライアンスのプロセスを持たなくてはいけないということを

言ったつもりであります。 
 先ほども申し上げましたように、正にすべての金融機関にとって基本中の基本を成すの

がコンプライアンスであり、それがとても重要なことだというふうに思っておりますので、

外国の機関のみならず、日本の金融機関も含めて基本的にコンプライアンスを徹底し、そ

のコンプライアンスがちゃんと遵守されるような体制を整備しなくてはいけないというこ

とを述べたつもりであります。 
 
○峰崎直樹君 それはひどい話じゃないですか。週刊誌はもう翻訳されて出ているんです。

出たときに、これが間違いだったら、なぜ間違いだということをこの週刊誌に抗議しなか

ったんですか、翻訳ミスですよと。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） 今回はシティバンク及びシ

ティバンクのつかさどっているオペレーション業務について限りましてお答え申し上げる

ということだというふうには理解しておるんですけれども。 
 私としては是非皆様方に申し上げたいのは、その是正措置を取っている最中であるとい

うことと、本当に業務改善命令が出ている、そして、それに対して真摯に応じているとい

うことをまず強力に申し上げたいというふうに思っております。 
 確かに、この数か月にわたってシティバンクについては様々な報道が日本でもされてお

ります。そして、多くの報道記事は正確ですし、フェアに書いていただいていると思うん

ですけれども、場合によっては翻訳が正しくないですとかフェアでない報道があったとい

うことも確かであり、それは各チャンスを通じて、そういった間違った報道があった場合

にはそれぞれ一つ一つ是正を求めるということをしております。 
 ですから、今回そのようなことでありましたので、もし、この参考人としての時間をそ

のために使わせていただくのであれば、やはり記録のためにということで、私の言ったこ

とが正しく伝わっていなかったということで申し上げたいと思います。 
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○峰崎直樹君 じゃ、これは間違いであったということを言っていらっしゃるんですね。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） 私が申し上げたかったこと

と申しますのは、アエラのインタビュー記事につきましては、その翻訳された記事を非常

に慎重深く読みましたら、私が実際に言ったコメントとは、少し私が言ったその意図です

とか特徴がずれた形で出てしまっていたのかもしれない、そういうことがあり得るかもし

れないということで申し上げております。 
 
○峰崎直樹君 ごまかしたら駄目だと思うんですよ。これは大変重要なポイントをついて

いるんですよ。つまり、日本のプライベート部門の、日本の邦銀もどこの銀行も同じよう

なことをやっているんだと。そうしたときに、あなたはこのプライベートバンキング部門、

ああごめんなさい、コンプライアンスも含めて、日本の最高責任者になった以上、こうい

う事態があるとすれば、もし日本の金融機関がどこでもこういうことを本当に守っている

んですかということがあるんだったら、どうしなければいけないんですか、コンプライア

ンスという観点から。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） 私は、一応通訳の翻訳を介

してお答え申し上げているわけでありますけれども、私の立場として、とても邦銀の置か

れている状況についてコメントすることなど全くできません。日本の銀行の置かれている

立場について私自身は知るところではございませんし、私が持っている情報といえば、新

聞から読む報道であったり、若しくは数少ない私が実際に会わさせていただいた日本の銀

行の方からの情報しかないからです。 
 日本の銀行の状況において、例えばコンプライアンスの質がどういうふうになっている

のかということについては、私自身はとてもコメントするほど知識を持っておりません。

これは邦銀御自身が御自分で判断なさることですし、十分その内容については金融庁の

方々がよく御存じのことであると思います。ですから、邦銀の経営の状態ですとか、また

コンプライアンスの質の状態ですとか、もちろん私としては責任を持って何もコメントで

きる立場には置かれておりません。 
 私自身としてできることは、シティバンクのことについてあらゆる面についてコメント

申し上げるということであり、それぞれ一つ一つについて私なりの強い意見は持っている

わけでありますけれども、残念ながら、邦銀の状況につきましては、私の情報、意見とい

うのはあくまでも報道されている内容だけをベースにしているわけでありますので、実際

に私が見聞きして、強い基盤にのっとって情報を持って申し上げるといったようなことは

全くできません、残念ながら。 
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○峰崎直樹君 余り尾ひれ羽ひれ付けないで端的に答えてください。 
 それで、もう責任の問題に移りますが、前統括在日代表のホワイトヘッドさんという方

がおられたと思います。この方は三年前に他業禁止違反という業務停止命令を受けて、そ

れをある意味では、直しますということを約束をしておきながら、これをそっくりプライ

ベート部門に移して違法行為を続けていたわけです。で、そのときのコメントは、ホワイ

トヘッドさんのコメントは、金融庁の三年前の処分は真摯に受け止めている、改善策を実

行していますと。ところが、全然実行されてなかった。うそをついていたわけです。 
 この方は、今はどうされているんですか。どういうふうにシティはこの方を処分された

んでしょうか。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） 先ほどにもございましたよ

うに、前回の業務改善命令が出ましたのは二〇〇一年のことでありまして、それを契機に、

ホワイトヘッドをヘッドにいたしまして、カントリーのコンプライアンス及び監視を日本

で行っていくというための新しい日本における監督、監視及び経営体制、ストラクチャー

というものを整備いたしました。 
 しかしながら、先ほど申し上げましたように、構造としては整備したんですけれども、

意図したところの機能を上げることができなかった、うまく働くことができなかったとい

うことであります。 
 ということで、現在のホワイトヘッドでありますけれども、もはやシティバンクの行員

でもございませんし、シティグループの従業員でもございませんし、シティバンク在日支

店とも、もうその他シティバンク関連のところとは全く関係がなくなっております。 
 
○峰崎直樹君 この人の、三年前のあの事件以降、一向に是正をしてこなかった責任は、

シティとしてはどのように取ったんですか。端的に答えてください。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） この三年にわたりまして複

雑な内容に至ります是正措置計画というものを整備してまいりました。そして、その中に

盛り込まれている項目の幾つかは実行いたしましたし、幾つかは実行に移されなかったも

のも出てきております。 
 ただ、御指摘のように、とどのつまり、最も重要なことというのは結果であるというこ

とで、結局、元々、是正措置ということでいろいろ措置を取るということにはいたしたん

ですけれども、その措置自体が十分役割を果たすことができなかった、機能を果たすこと

ができなかったという結果が出てしまったわけであります。 
 ですから、いろいろ是正措置、プランといたしまして整備はされていたわけではありま

すけれども、それが目途とした、所期に設定した目標を満たすことができなかったという

ことであります。 
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○峰崎直樹君 できなかった責任はどこにあるんですかと聞いているんです。何の答えに

もなっていないですよ。チャールズ・プリンスさん呼びますよ。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） 先ほども申し上げましたよ

うに、前回のこの是正措置がうまくいかなかった、失敗してしまったという責任を持って

いる者は、当時のプライベートバンク部門をつかさどっていた経営陣であり、当時のシテ

ィバンクの経営陣であります。 
 
○峰崎直樹君 じゃ、当時の経営者、その責任ある当事者は、こういう形になったことに

対してどういう責任を取っているんですかということを聞いているわけです、この三年間

で。処分あったんですか。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） 是正措置の内容については、

今回の社内処分に関しての情報も含めて公表しているところであります。シティバンク在

日支店の者十四人が既に退職をしております。この十四人のうち六名は解雇されておりま

して、うち三名はマネージングダイレクターでありました。それから八名が諭旨退職され

ております。うち五名がマネージングダイレクターでして、このマネージングダイレクタ

ーというのは当社内においては最もシニアなポジションにいる役員ということであります。 
 トータルで今までに十四人が現在、シティバンク在日支店をもう既に辞めているという

ことで、六名が解雇されたということで、八名が諭旨退職ということで退職しております。 
 
○峰崎直樹君 その処分を受けた方々の具体的なこの罪名とその処分の内容というのは後

で明らかにしていただけませんか。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） すべての詳しい情報につき

ましては、適切な当局の方に対して提出済みであります。特に金融庁に対しては提出済み

であります。 
 また、行員の社内処分の状況についてでありますけれども、いろいろな形で処分が今ま

でされております。例えば、顧客との対応が不適切であったということで処分された者も

いますし、また、金融庁からの処分ということで、例えば営業販売の面で行内のルール及

び日本の規則、法令に対して違反をしたということで処分対象になった行員もおります。

コンプライアンス違反、若しくは日本の手続、ポリシー違反ということで処分を問われた

者もございますし、それに加えまして、適切に是正のアクションを実施することができな

かったといったような一般的なマネジメント上の問題のかどで処分された者もいますので、

適切な監視ができなかったですとか、又はビジネス上、適切なマネジメントができなかっ
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たといったような形で辞めていった者もおりますので、いろいろ個別のケース、内容は違

いますけれども、様々な対応がもう既にされております。 
 
○峰崎直樹君 もう時間もありませんので、次の質問に移ります。 
 いわゆるマネーロンダリングをやっておられることについて、これは今イラクのアルカ

イダの問題について国際的にも大変重要な課題になって、我々も協力しているわけであり

ますが、このマネーロンダリングあるいはいわゆる口座を不正、まあ秘密の口座を開設す

るとか、そういう問題について、このアエラの記事によりますと、アエラのまた記事にな

るんですが、大勢の人材をアメリカから呼んで事実関係や原因を調べていると、こうおっ

しゃっているんです。明らかになりましたですか。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） 残念ながら、プライベート

バンク部門におきましては、地元の法令遵守という形でのしっかりとした遵守がされてい

なかったわけであります。例えば、口座を開設するときに守らなくてはいけないルールで

すとか手続ですとか、開設された後、事後のモニタリングといったような観点からも不備

な点があったということであります。例えば、本人確認義務ルールというのがあるという

ことでありましたし、かつ口座を開設する場合に守らなくてはいけないような手続ですと

か、疑いのある取引については当局にしかるべき報告をしなくてはいけないですとかいろ

いろルールがあったんですけれども、その辺の遵守がしっかりしていなかったということ

であります。 
 これを受けまして、今回の業務改善計画の中で、もう既に百人以上の人を、先生もおっ

しゃいましたけれども、投入いたしまして、過去の案件について取引を今さらっており調

査しているところであります。そして、ちゃんとこういった取引が日本の法令のみならず

国際的及びアメリカにおける法令及び基準をしっかりと満たしているかどうかチェックし

ているという状態になっております。 
 そして、顧客の取扱いですとか取引、案件の内容について非常に克明に今調査をやって

いる最中ということでありまして、この調査から判明される事実につきましては、例えば

違反行為があったですとか、またこういったことが究明されましたといったようなことが

ございましたら、即時適切な、当局に報告をさせていただく所存であります。 
 それからまた、この本人確認ですとか顧客の確認ということについて、また疑わしい取

引の報告義務などにつきましては、それに関連して必ず金融庁の特定金融情報部署の方に

も報告させていただくつもりであります。 
 
○峰崎直樹君 これ、金融庁だけじゃなくて世間的に公開したらどうですか。 
 そして、時間も余りありませんので更に質問を続けますが、同じように政治家が、例え

ばそこに秘密口座を持っているとか、あるいは特定の集団、派閥だとかあるいは宗教団体
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だとか、そういうものがそういう匿名口座を持っていたりマネーロンダリングをしている、

そういった事例はありませんでしたか。そこも明らかにしてくれませんか。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） ただいま御質問いただきま

した政治的なグループ、派閥ですとか組織の話でありますけれども、シティバンクの在日

支店の方針といたしまして、特に公的な人物ですとか、また顧客はだれであれ、口座が開

設されるということになりましたら、その本人確認も含めて徹底してその人について確認

をする、チェックするということをしております。財団ですとか、また公的に知られてい

る人物ですとか、一応その許し等を得て、このデューデリジェンスをしてしっかりとチェ

ックするということをしております。 
 現時点において、私個人的にも何かこのコントロール違反があった口座があったといっ

たようなことは私が知る限りなかったということでありますし、今後そのような管理を違

反したような口座が明るみに出れば、即時適切なアクションも取りますし、かつそういっ

た事態があったということは関連当局に迅速に御報告申し上げるつもりであります。 
 
○峰崎直樹君 時間も余りもうなくなってまいりましたので、私自身の感想も含めて申し

上げたいんですが、三年前にも同じような処分を受けている。そして、この間じゃそれを

やっていたのかというと、やっていない。あるいはマネーロンダリングや今言った匿名口

座を、暴力団に資金洗浄をやってやる。あるいは相場操縦や見せ金融資、抱き合わせ販売、

あるいは横浜支店では八億円を超えるお金をだまし取っている。さらに検査に対する妨害

も一定程度見られる。こういう事実を、私が今お話ししたような事実が、もう金融庁の報

告が上がってきているんですけれども、これはＵＦＪが告発をされたこと以上のことを実

はシティはやっているんじゃないんですか。 
 そういう意味で、私はこのシティは当然これ企業として告発をされるべきだ、アメリカ

だったらこういう犯罪を起こしてこの程度の処分で済むということは私は考えられないん

ですが、この点について、ピーターソンさん、どういうふうに考えているかお聞きしたい

と思います。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） まず、お答えさせていただ

く前に、再び皆様方に深くおわび申し上げます。今回起こった事態につきましては、決し

て誇りになることではございませんし、もちろん本当に深刻な違反事項であり、深刻な事

態を招いてしまったと思っております。 
 アメリカ国内であったらどういう処分になったのかということにつきましては、これは

仮想的な御質問でありますので、私としても憶測の域を出ることがなく、その範囲内でお

答えするしかできないんですけれども、というのも、私は当局の人間ではございませんし、

規制当局の人間でもないからです。ただ、組織として深刻な違反を犯してしまった場合に
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は、その違反事項の深刻度に応じて、すべてを勘案して当局が取り得るその制裁の内容が

決まるということだと思っております。 
 類似のような事態がアメリカ国内で発生した場合にどのような処分若しくは制裁が掛け

られるのかということについてではありましたけれども、それは、私としては、是非申し

上げたいのは、今回の件については非常に遺憾に思っているということと、必ずこの問題

は是正させていただくということであります。是正措置の内容をしっかりと徹底的に実行

いたしまして、二度とこのような事態が起こらないようにしようと固く決意しております。 
 
○峰崎直樹君 あと少し時間ございますので細かい点をお聞きしたいんですが、金融庁が

指摘をしているんですけれども、違法な収益があったと、こういうふうに言っているわけ

です。その違法な収益の金額はどのぐらいあったんでしょう。また、それについては、こ

れをある意味では迷惑を掛けた顧客にお返しをするというようなことについては考えてい

ませんか。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） 金融庁に対して出させてい

ただいた業務改善計画の一環といたしまして、先ほどもお話にございましたように、現在、

百人以上の人間を投入いたしましてお客様別の個々のトランザクションについてすべて対

象にして今見直している最中であります。具体的にそのお客様が置かれていた状況を調べ

まして、適切な営業行為がされていたのか、不適切性があったのか、また法令違反はあっ

たのかといったようなことに照らし合わせて現在チェックしている最中であります。 
 そして、何か問題が明るみに出たときには、お客様にコンタクトをし、それを補償する

ような措置を取っていきたいというふうに思っておりますし、加えて、全お客様、フェア

に取扱いさせていただきたいというふうに思っております。リビューをしている最中でご

ざいまして、例えば、管理するためのシステムはちゃんと整備されていたんだけれども、

整備されただけであって、実際に機能していなかったといったようなことが更に明るみに

出ましたら、また更にそれを再検討の対象に加えまして今後どうするか考えていきたいと

いうふうに思っております。事態の深刻度については十分承知しておりますので。 
 そして、例えば何件、その具体的に対象になる案件があったのかということなどにつき

ましても、明るみに出ましたら適切な形で当局の方に御報告申し上げたいというふうに思

っておりますし、深刻な違反が更に明るみに出た場合にも同じく当局に対して適切な形で

御報告申し上げていきたいと思っており、かつ、このような事犯につきましては当局と全

面的に御協力させていただきたいというふうに思っております。 
 
○峰崎直樹君 業務改善計画の中で、いわゆるチーフコンプライアンスオフィサーを選任

中とあるんです。選任したんですか、まだ選任していないんですか。なぜ、選任していな

いとしたら、なぜ遅れたんですか。端的に短く答えてください。 
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○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） 現在、以前アメリカのシテ

ィグループの別の部門で働いておりました人が、フルタイムで、在日支店にて現在このシ

ニアのコンプライアンスオフィサーの役割を務めております。そして、それにプラスして、

日本からも直接、行内からなるかもしれませんし日本のマーケットからになるかもしれま

せんけれども、日本御当地で是非このフルタイムでやはりコンプライアンスオフィサーと

して働いていただける方を今探している最中です。 
 
○峰崎直樹君 最後になりますけれども、私は大変、こういう事態を見て、日本のやはり

金融庁なめられているんではないかというふうに思えて仕方ないわけです。 
 最後に、こういう質問でピーターソンさんの見解を聞いて終わりたいと思いますが、前

ＣＥＯの在日のホワイトヘッドさんは、聞くところによると、コロンビア大学のこのいわ

ゆる講座を担当して、しかもそれは企業とコンプライアンスについての講座を担当すると

いうふうに聞いているんですけれども、悪い冗談じゃないかというふうに私は思ったんで

すが、ピーターソンさんはどのように思われるかを聞いて、私の質問は終わります。 
 
○参考人（ダグラス・Ｌ・ピーターソン君）（池田薫君通訳） まず、お答えさせていただ

く前に、本日御質問いただいたことを深く御礼申し上げます。 
 まず、前段についてのことについてでありますけれども、金融庁の件でありますけれど

も、金融庁はシティバンクに対して徹底した検査をなさいました。そして、その結果、厳

しい処分が出ましたけれども、我々の状況にかんがみまして、それは十分正当化される当

然の処分であったというふうに思っております。 
 それから、第二の点、ホワイトヘッドについてでありますけれども、私、彼とコンタク

ト取ったことございませんし、彼が今何をやっているのか、今後何をしようとしているの

か全く知りません。私の持っている唯一の彼についての情報は、新聞報道のみであります。 
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